
○目黒栄樹市長 この移行についてはいろいろあ

るわけですね。それで、ＮＰＯ等にやっていた

だこうとかいろんな形態があると思われますの

で、やはりそれは全員一律というわけになかな

かもういかなくなるというふうに思います。 

ですから、まず公平なところとしては、ここ

で一つ区切りをつけて、今後どうするかについ

ては十分やはり、それはやはりそれぞれのとこ

ろでご相談に応じていくというような格好がい

いのではないかというふうに思います。 

 

 

   藤原民夫議員の質問 

 

 

○大沼 久議長 次に、順位４番、議席番号16番、

藤原民夫議員。 

  （16番藤原民夫議員登壇） 

○１６番 藤原民夫議員 私は、通告しておりま

す４点について市長並びに関係課長に質問をす

るものであります。 

 初めに、このたびの議会に61号議案として提

出されている、職員の争議行為等のために勤務

しない時間に関して１分単位で給与の減額措置

をするという条例について市長にお尋ねをする

ものであります。 

 まず初めに、労働組合とは、労働者が労働条

件の維持改善、その他経済的・社会的地位の向

上を目的として結成されている団体であること

は当然であります。憲法は第28条で、労働者が

労働組合をつくる権利、つまり団結権を労働者

の基本的人権として保障しているのであります。

労働者が団結し団体行動を行うことによって初

めて使用者と対等に交渉ができ、人間らしい生

活を確保できるという考え方に立っているわけ

であります。 

憲法によって団結権が保障されるということ

は、第１には、国家が、法律、規則、命令や行

政行為などで労働者が労働組合をつくることや

組合活動に対して、不当な干渉や介入をしたり、

あるいは弾圧をしてはならないということを意

味しているわけであります。第２は、使用者が、

労働組合をつくること、労働組合の内部のこと

や組合活動に対して干渉や介入をしてはならな

いこと、また、正当な理由のない限り労働組合

との団体交渉に応じなければならないこと、そ

して、ストライキなどで損害を受けたからとい

って賠償を請求できないことを意味しているの

であります。 

 そこで市長にお聞きいたします。 

ただいま私が申し上げました憲法が掲げてい

る労働者の権利について、市長はどのように解

釈をなされておられるのか、初めにお尋ねをい

たします。 

 一方、地方公務員法第37条では、公務員は争

議行為等をしてはならないと定めております。

地方公務員、つまり自治体労働者は、自治体当

局に雇用されて働く労働者であると同時に、住

民全体へ奉仕するという特殊性を持つ職務を行

うものであります。住民の皆さんも、地方自治

体職員が地方自治を守り、住民福祉のための行

政上の諸活動を積極的に行うことに期待を持ち、

かつそれを望んでいるわけであります。地方公

務員が市民の奉仕者としての職務を持ち、その

給与が住民の納税で賄われていることは、例え

ば自治体労働者の賃金、その他の労働条件を市

民の理解と支持を得られる適正なものとすべき

ことを求めているわけでありますが、しかしだ

からといって、行政当局が公務員労働者の基本

的権利の制限を正当化し得るものとして利用し

てはならないということは明らかであります。 

 自治体労働者の労働組合運動は、自治体労働

者の生活と権利を守るために当然闘うことを課

題としているわけであります。同時に、日常の

職務の遂行の上でも、住民自治と住民福祉への

奉仕の行政活動ができるだけ行われるような改
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善を図っていくことを重要な課題として取り組

んでいるわけであります。 

 このたびの条例提案説明の中で市長は、地公

法第37条で禁止されている争議行為に参加した

職員の給与減額について、29分以内の争議に対

するこれまでの勤務と支払いの関係を定めた一

般職の職員の給与に関する法律の運用方針、こ

れの、１時間未満の端数が生じた場合において

は、その端数が30分以上のときは１時間とし、

30分未満のときは切り捨てるというふうにした

人事院見解を覆すものであると思うのでありま

す。 

 そこで、県の市町村課では、そのような事例

は南陽市を除いての自治体以外では全国的に存

在せず、現実的にいってその場で１分間の遅刻

などを現認できるものなのか考えられないと、

実際この条例の提案に対して疑問を呈している

のであります。それは、憲法が保障している、

組合活動に対する不当な干渉や介入、弾圧をし

てはならないとした大前提があるからではない

かというふうに私は思うのであります。このよ

うな事例は全国にもないということは、そのよ

うにあってはならないという全国の自治体の意

思を反映した発言であると思うのであります。 

 さらに、市職員の出勤は、勤務する労働現場

が多岐にわたっていると同時に、さらに、市庁

舎が老朽化しその構造が手狭なために分庁舎が

そちこちに分散している。また、福祉・保育職

場や学校教育、社会教育、文化・図書館職場、

建設課、保健介護関係の職場などそれぞれに分

かれており、タイムカードもない。また、市長

も十分ご承知のように、職務上、自宅から真っ

すぐ関係住民の時間の都合に合わせて直接納税

者を自宅などへ訪問するという場合もあるので

あります。つまり、会社の工場の門をくぐって

出勤がタイムカードで管理されるというシステ

ムとは全く異なる、常に生身の人間と接するこ

とを現場とする職場の多いところが市職員の勤

務実態の特徴なのであります。 

 このような分単位の出勤を現認できないこと

を十分認識した上でのこのたびの条例提案の真

のねらいは、一体どこにあるのか。また、それ

は組合活動に対する不当な干渉や介入とならな

いものか。さらには、公務員労働者の基本的権

利を制限しようとする労働法にも反する行為と

いうものではないのか。市長にお尋ねをするも

のであります。 

質問の第２点目は、施設のアウトソーシング

の問題についてであります。 

 地方自治法第１条の２では、地方公共団体が

設置する公共施設のあり方について次のように

規定しております。住民の福祉の増進を図るこ

とを基本として、地域における行政を自主的か

つ総合的に実施する役割を広く担う、そのこと

を求めております。この住民の福祉の増進など

の役割を果たすために、地方公共団体は各種公

の施設を設置して広く住民の利用に供するとと

もに、設置主体である地方公共団体がその管理

を直接行うことが原則とされていたのでありま

す。その例外として、地方公共団体以外のもの

が管理する場合でも、多数の住民に均等な役務

を提供し、その適正な管理を確保する必要があ

るとしていたのであります。新しい地方自治法

では、法人その他の団体であっても、当該普通

地方公共団体が指定するもの、これを指定管理

者というわけでありますが、ここに管理を行わ

せることが規制緩和として認められたのであり

ます。 

 緩和の一つは、従来できなかった株式会社な

ど営利法人やＮＰＯ法人、さらには法人格を有

しない民間団体にまで門戸を開放したことであ

ります。ただし、個人には認められておりませ

ん。二つ目の緩和は、単なる業務の委託ではな

く、管理と称して施設全体の維持管理や行政処

分などこれまで自治体が行ってきた業務まで任

せるということであります。 
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総務省の見解によりますと、この改正は、民

間事業者のサービス提供能力の向上が見られ、

その有するノウハウを活用することが有効であ

り、例えば公の施設の管理に民間事業者の手法

を活用することによって管理に要する経費を縮

減することが可能になり、その結果、当該公の

施設の利用料の低料金化が図られたり、利用者

の満足度を上げ、より多くの利用者を確保しよ

うとする民間経営者の発想を取り入れることで

利用者に対するサービスの向上が期待できる、

こういうふうになされたものとされているので

あります。 

 しかし私は、一たん営利企業に任せてしまえ

ば、営利追求のために利用料金が上がったり、

サービスが低下したりする危険性があると危惧

するのであります。同時に、これまで公の施設

の受託先であった公共団体や出資法人の解散整

理等とそれに伴う職員等のリストラなど、重大

な問題も噴出するのではないかと思うのであり

ます。 

 具体的に１点についてお伺いいたします。こ

のたび提案された議案第59号の中で、第３条、

長井市文教の杜設置条例がありますが、第10条

を削って第11条を10条とするというふうにあり

ます。つまり、委託団体である財団法人文教の

杜ながいを一たん解散するというふうなことに

なるのかどうか。もしそうだとするならば、財

産の所有権、あるいは屋敷や建築物を寄贈され

た長沼氏との関係、あるいは法人の解散にまで

関係してくるのではないか。そのことに関する

問題はどうなるのか、端的にご答弁を願いたい。 

 指定管理者制度を実際に運用するとなれば、

さまざまなケースが浮上してくるのではないか

と考えられます。指定管理者制度では、住民の

負担する税金で建設された公共施設が特定民間

企業の営利追求の手段とされてしまうわけであ

りますが、本当にそれでいいのかどうか。そこ

に参入した民間企業が人件費を削減しても、そ

れが市民に還元されるわけではありません。自

治体の財政危機につけ込む形で進行しているこ

の制度に対して大きな疑問を抱かざるを得ない

わけでありますが、市長は市民のメリットをど

こに見出そうとされておられるのか、そこに市

民の未来はあるのか、市長の答弁を求めるもの

であります。 

 質問の第３番目は、長井市小規模修繕受注希

望者登録制度事業の活用状況について財政課長

にお尋ねをいたします。 

 財政課からいただいた資料によりますと、平

成17年２月１日までのこの制度の活用状況では、

１件の設計金額が50万円未満の工事を請け負っ

た業者は22業者25件、契約金額は565万2,034円

でありました。 

この制度は、長井市が発注する小規模修繕の

請負契約を希望する受注希望者を登録して、こ

の登録業者を積極的に活用することによって市

内の業者の受注機会の拡大を図って、それによ

って本市経済の活性化に寄与するというもので

あります。そもそもこの制度は、地方自治法第

234条に基づく随意契約の創造的な運用を図る

ことを目的に全国各地の自治体で設けられてい

る制度でありますが、土木や建築、電気、塗装、

板金、ガラス、建具、畳など多岐にわたる小規

模修繕工事に今まで指名競争入札の参加登録を

していない人が登録できる制度で、厳しい経済

状況だけに仕事確保への期待もあるけれども、

それ以上に地元で公共の仕事ができるという自

体が私どもにとってうれしいことであると、制

度ができたことを市報で知った業者が喜んでい

たのであります。このように、小規模事業者を

励ますことを目的とした制度であります。 

 ところが、財政課の資料によりますと、こう

した小規模修繕受注希望者登録制度による活用

対象業者は、実際には４業者11件で110万4,123

円ということであります。50万円未満の修繕工

事の全部の契約金額のただの19.5％にすぎない
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のであります。残りの80.5％は、市の指名競争

入札参加登録業者等へ仕事が回ったということ

ではないかと思います。 

 しかし、市の登録制度で登録できるものとい

うこの第２項に、長井市契約に関する規則第21

条第３項に規定する指名競争入札参加登録簿に

記載されていないものというふうにありまして、

この規定に違反して参加しているのではないか

と思われるわけですが、答弁をお願いいたしま

す。 

 つまり、小規模工事業者のための制度を、山

形県の建設業許可業者にも登録されているよう

な大きな業者にも仕事が回っているのではない

かということであります。ある小規模修繕工事

の登録業者の話ですと、友人の同じ業者に市報

に掲載された登録制度の話をして登録制度への

加入を誘ったところ、その方は「どうせおれた

ちには市の仕事が来るわけはない」とにべもな

く断られたということであります。そこで、そ

うではないんだと、これは小規模業者に仕事を

回して業者を勇気づけるために市が行っている

制度だというふうにＰＲしたというわけであり

ます。以前は小さな仕事でも特定の大きな会社

にしか市の仕事は行かなかった。そこで今度は、

市の仕事がもらえる零細業者をふやすというふ

うに弾んでいた方もあったのであります。 

ところが、財政課の資料を見ますと、どうし

てこのような結果となったのか。また、今後も

このような方法で実施を続けていくのか。また、

そのことが小規模事業者の受注機会を拡大し地

元経済の活性化につなげるという制度の趣旨に

かなうものかどうか、財政課長にお尋ねをする

ものであります 

 最後に、アスベスト使用に関する調査と対策

について市長にお尋ねをいたします。 

 アスベストは、熱に強く燃えにくい、電気を

通さない、薬品に強く腐食しない、曲げる力や

引っ張りにも強い、しかも安い、こういった特

徴があって、このため「奇跡の鉱物」というふ

うに言われまして、工業用から電気製品、日用

品に至るまで広い範囲で使われたということで

あります。しかし、その９割は天井や壁材、ス

レート瓦など建築材として使われているという

ことであります。 

 今から70年前の1935年、アスベストが発がん

性物質だとアメリカで指摘されました。80年代

には既にヨーロッパ諸国で全面使用禁止になっ

たということであります。しかし日本では、60

年代の高度成長期から建物や製造現場でアスベ

ストが大量に使われまして、70年代から90年代

初めにかけて輸入がピークになっているのであ

ります。10年前の1995年になって毒性の強い

青・茶石綿が製造禁止となりましたが、回収が

行われず、政府がアスベストを原則禁止にした

のは昨年の2004年になってからということであ

ります。石綿の有毒性を知りながら大量使用を

認めてきた責任は、まさに重大であります。国

民の健康よりも業界の都合を優先させたのでは

ないかという疑問が出るのも当然であります。

政府もこれに対して決定的な失敗だったと、厚

生労働副大臣も認めているのであります。 

 石綿を吹きつけた建物の解体や改修は、これ

からピークを迎えるのであります。国は、吹き

つけアスベストの除去作業には労働基準監督署

への届け出などを求める石綿障害予防規則をよ

うやくまとめたと報道されております。 

先日、市の資料として提出された長井市内の

公共施設９施設について、吹きつけアスベスト

調査表が示されました。その中の今後の対応の

欄についてはほとんどが石綿含有の有無につい

て調査実施中とありまして、対策に関する基本

計画が策定されていないという実態でありまし

た。 

そこでお尋ねをいたしますが、長井市では平

成13年度から国の補助を受けて市内に埋設され

ている石綿水道管の交換事業が行われておりま
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して、平成16年度は総延長26.5キロメートルの

うち12.7キロメートルが更新完了となり、進捗

率は47.9％ということであります。その場合、

どこの事業者の石綿管を何本注文し、どこへ使

ったのか、その石綿含有率はいかほどなのか、

また、交換した石綿水道管はどのようにどこに

処理されたものか、資料を提出していただきた

いと思いますが、お尋ねをいたします。 

 また、市長にお尋ねをいたします。市の公共

施設におけるアスベストの使用状況について全

面的に調査を行い公表し、対策に関する基本計

画を策定する、特に学校施設や児童施設に関す

る調査と対策を急ぐこと、このことについて当

面の対策として実施するお考えはないかお尋ね

をするものであります。 

 最近、市内の事業所の大型建築物が相次いで

改修・解体されており、それに対するアスベス

トの大量飛散を心配する声が市民の皆さんから

寄せられております。アスベストを含む建材を

使用した建築物が築30年を経過し、解体のピー

クを迎えております。東京の中皮腫・じん肺・

アスベストセンターの永倉事務局長さんの話で

すが、「解体のにわか業者が最近ふえている。

飛散防止シートや作業者のマスク、防護服など

をそろえると、最低でも１平方メートル当たり

7,000円が相場である。それが3,000円のところ

もある。そして、実際に働いている作業者が健

康診断を受けた人とは違う、こういうふうな訴

えも寄せられている」というふうに警告してい

るのであります。あわせて、「不況で大手スー

パーが全国で解体される。使用されているアス

ベスト量は大変なものだ。注意が必要だ」とい

うふうに語っております。現にこの道向かいの

旧ダイエーの建物が解体されております。 

市長にお尋ねをいたします。国は石綿予防規

則をまとめました。施行はことしの７月１日で、

対策は始まったばかりであります。そこで第１

に、市内事業者などに解体にかかわる危険性を

周知徹底すること、経費の節約から飛散防止対

策がとられないケースも先ほど申しましたよう

に考えられることから、国や県へ飛散防止対策

経費への補助制度や技能講習などを求め、対応

を業者任せにしない方策を求めるよう訴える考

えはないかお尋ねをするものであります。 

 また、住宅等の民間建物に関する相談、ある

いはまた建設作業者の石綿汚染についての健康

問題に関する相談等、アスベストに関する市民

相談窓口を開設するお考えはないか答弁を求め

まして、壇上からの私の一般質問を終わります。

ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 藤原議員にお答えを申し上げま

す。 

 まず、労働者の基本的な権利について憲法で

保障されている。これは、ご指摘のように守ら

なければならないものだと考えております。 

ただ、今回の改正は、地方公務員法第37条第

１項で禁止されております争議行為等で職員が

勤務しなかった場合に、労務が提供されなかっ

た限度において、厳密に給与の減額を行うよう

にすると。これはノーワーク・ノーペイの原則

でありまして、しかも、この地方公務員法第37

条第１項で禁止される行為は同盟罷業、怠業、

その他の争議行為、怠業的行為、あおり、そそ

のかしと規定されておりますから、具体的にス

トライキ、サボタージュ、これらに準ずる行為、

あるいはこれらを教唆煽動する助長行為で定め

られた行為を勤務時間内に組織的にする争議行

為に対してだけ限定して適用するものでありま

して、労働基本権には触れないというふうに私

は思っております。 

 次に、公共施設のアウトソーシングについて

でございます。 

 公共施設の管理につきましては、市が出資す

る法人で政令が定めるもの、あるいは公共団体

及び公共的団体に委託先が限定されるものに対
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して、このたびの地方自治法の改正によりまし

て、民間事業者が有するノウハウも活用できる

指定管理者制度の創設で全国的にアウトソーシ

ングが一層進むことを目的としたものでありま

す。 

 本市の公共施設におきましては、行財政改革

の推進の立場から他に先駆けて業務委託を積極

的に進めておりまして、経費の節減等に努めて

まいりました。今後も「民間でできることは民

間で」という考えを基本にしながら、指定管理

者制度も選択肢の一つとして、どの管理形態が

最も効率的か総合的に判断してまいりたいとい

うものでございます。 

 このアウトソーシングの考え方の原則は、一

つに、行政のスリム化を図る、小さな行政体を

目指す。国でいえば小さな政府であります。２

は、基本は民間でできることは民間で、民間で

雇用等をつくり出していただく。３番目、サー

ビスの向上が図られるかどうか。４番目、その

意味で行革メリットとなる指定管理者制度も選

択肢の一つだというふうに考えているわけであ

りまして、今後もこういうメリットができるよ

うな導入を図っていきたいというふうに思って

いるところであります。 

 文教の杜等につきましては、来年４月等も現

在のところは業務を委託してまいるということ

でありますから、ご懸念のようなことはないと

思っております。 

 ３番目に、アスベストについてであります。 

 これは今大問題になっているわけであります

が、吹きつけの方は、囲い込み等を早急にやら

なければならないというところもありますし、

市民の皆様の健康に対しても万全を期すために、

長谷部助役を本部長として、長井市管理施設吹

きつけアスベスト問題対策本部を８月31日に設

置したところであります。市の当面の対応は、

吹きつけアスベストが確認された施設の改修工

事の実施及びアスベストの疑いのある箇所につ

いて石綿含有の有無の調査でありまして、それ

が確認できれば順次対応していかなければいけ

ないと思っております。 

 石綿セメント管につきましては、詳しい資料

は水道事業所長から出させますし、水道事業所

長が申し上げた方がいいと思いますね。水道事

業所長から申し上げます。 

 公共施設におけるアスベストの使用状況であ

りますが、７月22日付で各課に使用状況を調査

いたしました。調査方法は、目視、設計図面な

どによる確認でありますが、９施設で使用また

は使用の疑いがあるというふうに判明しており

ます。使用が確認された施設については、近日

中に飛散防止のための囲い込み工事が必要なと

ころは、それは囲い込み工事をまずしなければ

ならない。ただ、埋め込まれているというもの

については、解体のときでありますから、今の

ところはまずそういうところについては調査を

しなければいけない。吹きつけについては囲い

込みが必要だということであります。 

 ご質問あった市内の大型建築物でありますが、

旧ダイエーの長井店ですね。これにつきまして

は、３階のゲームコーナー増設時にアスベスト

が吹きつけされていると。これは耐火建築物に

するために吹きつけられたものだと。規模は

317平米、アスベストの体積が56立方メートル

でありました。７月12日に米沢労働基準監督署

にアスベスト解体の届け出があったとのことで

あります。これは、石綿障害予防規則第５条に

より解体工事開始前の開始の14日前に施工計画

の届け出が必要になってくると。内容は、アス

ベストの除去現場をナイロンで囲って外に飛散

しないように、それから薬品で飛ばないように

と。作業中には、防じんマスク、酸素ボンベで

石綿を吸収しないように安全を図ると。それか

ら外に飛散しないように確認をするということ

でありまして、７月28日から８月５日までの工

期で撤去工事を完了したと。８月８日に労働基
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準監督署第二課長が確認をしたということであ

ります。 

 次に、旧しんばしビルでありますが、１階玄

関付近の鉄骨に吹きつけアスベストがあります

が、この対応としては、これはアスベストを解

体しないで囲い込みをするようにという指導で

あります。囲い込みをしていただけるものだと

思っております。 

 ＮＴＴ長井支店の解体ですが、これはアスベ

ストがないということで、届け出もなかったと

いうことであります。 

 質問の第４の解体にかかわる危険性を周知徹

底すること、これは大事だと思っております。 

国や県に飛散防止対策への補助制度や技能講

習等について考えはないかということでありま

すが、事業活動でありますからそれに対して費

用補助が出るのかどうか、現在国で検討されて

いるわけですが、国で検討されているのは大気

汚染防止法の改正でありまして、吹きつけアス

ベストが使用されている建築物を解体・改造・

補修しようとする作業における集じん等の作業

基準について、大気への飛散防止要件を撤廃し

ようと。耐火建築物では500平米及びアスベス

トの吹きつけ面積では50平米以上、届け出する

ように改正する案ということであります。国土

交通省でも現在、県に依頼して民間の吹きつけ

アスベストについて調査中であります。市もし

っかりと連携をとって注目をして、情報も教え

ていただけるようにしたいと思っております。 

 市民相談窓口でありますが、長井市管理施設

の吹きつけアスベスト問題対策本部を設置しま

した際に、問い合わせの連絡先としては基本的

に市民課の生活環境係、ただし、市の施設につ

いては財政課、市営住宅については建設課建築

住宅係等で既に市民相談に当たっているところ

であります。 

 アスベスト対策は、しかしながら労働者の保

護の立場で法整備がされておりまして、一般の

住民を対象とされているものではありません。

そのために、アスベストのある建物からアスベ

ストがはがれているという場合には、所有者に

対してアスベストかどうか確認するように、そ

してあった場合には、石綿障害予防規則第10条

を準用して、吹きつけの除去なり封じ込めなり

囲い込み等をしていただくようアドバイスをし

ながら行政指導ということで対応してまいりた

いというふうに思っているところであります。 

 また、山形県が行っております民間の建物に

おけるアスベストの使用状況調査で、アスベス

トがある場合には所有者に除去工事等を依頼す

る、あるいは、アスベストかどうかわからない

と回答された場合は、県の担当者が現地を訪問

して確認をして、確認できた場合は除去工事を

依頼するということになっておりますので、県

と連携をした指導をしていきたいというふうに

考えているところであります。 

 以上申し上げまして、あとは財政課長、水道

事業所長から申し上げます。 

○大沼 久議長 松本弘財政課長。 

○松本 弘財政課長 小規模修繕の関係で３点ほ

どご質問いただきましたので、まとめてお答え

をさせていただきます。 

 小規模修繕受注希望者登録制度の対象となる

修繕につきましては、実施要領第３条の規定に

よりまして、内容が軽易でかつ履行の確保が容

易であると認められるもので、１件の設計金額

が50万円未満のものとされているところでござ

います。また、細部要領なるものがございまし

て、ここでは、水道、下水道の市の指定店とし

ての登録がないとできない修繕であるとか、特

殊な設備の修繕や特別な技術を要する修繕、そ

れから緊急を要する修繕につきましては、この

制度の対象外とする規定になっているところで

ございます。 

 したがいまして、この指名競争入札参加者登

録簿に登録されている業者が50万円未満の修繕
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工事を行えないというふうなものではございま

せんので、ご理解をいただきたいと思います。 

 平成16年度中の小規模修繕受注希望者登録制

度の活用状況につきましては、議員ご指摘のと

おり、契約金額が50万円未満の小規模修繕工事

は51件、金額にいたしまして565万2,034円であ

りました。このうち制度を活用したものにつき

ましては、11件、110万4,123円となっておりま

して、件数で21.6％、金額で15.9％となってい

るところでございます。 

 ただ、今申し上げましたように契約金額50万

円未満の修繕がすべてこの制度の対象となるも

のではございませんので、特殊な工事であると

か特殊な技術を要するもの、緊急を要するもの

などにつきましてはこの制度の対象外というこ

とでございます。 

 実際に各課の方に制度の活用しなかった理由

について照会したところ、緊急の対応が必要で

あったためということが最も多く、次いで建設

時の施工設置業者に発注したであるとか、必要

な技術力を有する業者に発注したなどとなって

いるところでございまして、制度を活用しなか

った修繕についてはそもそも制度の対象外の工

事であったと認識しているようでございます。 

 ただ、今後の運用につきましては、制度の目

的も踏まえながら、より多くの修繕工事をこの

制度によって発注できるように関係各課に徹底

していきたいと考えているところでございます。

よろしくご理解いただくようにお願い申し上げ

ます。 

○大沼 久議長 鈴木要一郎水道事業所長。 

○鈴木要一郎水道事業所長 お答え申し上げます。 

 手元の方に詳しい資料がありませんので、わ

かる範囲でお答え申し上げまして、後日、調査

の上、資料を提出させていただきたいというふ

うに思います。 

 当市においての石綿セメント管の使用状況で

ございますが、昭和34年の着工から昭和50年代

に主に使われておりまして、使用延長で26.5キ

ロメートル。水道管総延長が256.6キロメート

ルございまして、その10.3％が石綿管でござい

ます。それから使用箇所につきましては、中央

地区を中心に埋設されておりまして、そのほか

平野、豊田、伊佐沢地区に一部使用されており

ます。 

 現在、平成13年度から22年度までの10カ年計

画で石綿セメント管更新事業を実施しているわ

けなんですけれども、平成16年度末で12.7キロ

メートル、進捗率で約半分の47.9％の進捗率に

なっているところでございます。 

 あと、どのような石綿管を使用したのかとい

うようなことでございますが、長井市において

は日本エタニットパイプ株式会社の製造のもの

を使用しておりまして、この会社については

1985年に製造停止をしているようでございます。 

 それから、石綿の含有率でございますけれど

も、石綿管１トン当たりに含まれている含有量

でございますが、青石綿で8.3％、白石綿で

6.9％が含まれているというふうなことでござ

いますが、これについては昭和32年から34年に

製造されたものでありまして、その後のものに

ついては現在のメーカーの方に問い合わせをし

ているところでございます。 

 それから、交換された廃石綿セメント管の処

理状況というふうなことでご質問でありますけ

れども、現在のところ、古い管を掘り起こして

それを処分するとなると工事費が大分かかりま

すというようなことから、今のところそのまま

の状態で埋め殺しをしている状況でございます。

なお、一部発生するわけなんですけれども、発

生したものについては産業廃棄物として産業廃

棄処理業者の方に運搬して処分をしていただい

ている状況でございます。 

以上でございます。 

○大沼 久議長 16番、藤原民夫議員。 

○１６番 藤原民夫議員 １番目の質問について
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１点だけ市長に再びお聞きをいたしますが、こ

のような事例は全国にもないと県の市町村課で

言っています。全国にもないと、南陽市を除い

て。それを長井市があえてやると。あえてやる

と。どこにこのあれがあるんですか、メリット

と、それからまちづくりへの一つのアクション

ですね、どこにあるんですか。 

○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 これは、南陽市が全国で初めて

ですがなされまして、そのことについて私にや

はり問い合わせがあったんですね。29分だとさ

っぱりカットしてないのかと。今までの慣行な

のかと。ちょっと甘やかしているんじゃないか

と。民間はそういうわけにいかないぞと。大体

そんなことがあるとは思っていなかったという

ぐらいの話でありまして、やはり市民の皆さん

から、改革をしている長井市としては、何も全

国初でも２位でも３位でもいいわけですが、全

国でやっていることでいいことはやるべきでは

ないかと、こういうご示唆がありまして、これ

はやはり事務方に検討させて、そうしたらやは

り南陽市ではもう通ったわけですし、基本的に

それを提案することについて、あるいは議会で

議決することについて、総務省も斟酌する立場

にはないということでありますから、こちらが

やはりできるということであれば、２番であろ

うと３番であろうと何番であろうといいものは

やっていくというのが改革の長井市なのではな

いかと思ってご提案をさせていただいたところ

であります。 

○大沼 久議長 16番、藤原民夫議員。 

○１６番 藤原民夫議員 私聞いているのは、人

事院見解があるんですね。地公法の第37条で禁

止されている争議行為、これについて29分以内

の争議に対する人事院の見解があるんです。そ

れにのっとって全国ではやっているんですね。

つまり、先ほど申しましたが、１時間未満の端

数が生じたときは、これはその端数が30分以上

のときは１時間、30分未満のときは切り捨てる

という見解があるんですよ。だから、市民の皆

さんにもうやはり私もね、29分働いていないん

だから29分当然カットして当たり前だというご

意見はいただきますよ。しかし、そういうふう

な内容のね、あるいは先ほど私は憲法の条項か

ら起こしていろいろ尋ねましたが、そういうこ

ともあわせて市民の皆さんに言わないと、これ

は公平ではないと。 

 しかし、私はあえてこうするんだというふう

なところに一体、どこにあれがあるんだと、メ

リットがあるのかというふうに私は聞いている

んです。その点いかがですか。 

○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 それは、今まで例えば組合の皆

さんは既得権だと、これまでの慣行だと言われ

るのかもしれませんが、今やはりそういうのは

見直さなければいけないと、時代の大きな転換

点になって、変革すべきところは変革しなけれ

ばいけない。民間でやっていることを、ところ

が公務員の方は少しそうじゃないなんていうこ

とは許されないという時代に私はなっていると

思います。 

 そういう改革の時代で、何も南陽市からやれ

と言われたわけでも、市長からやれと言われた

わけでもありませんよ。南陽市長さんはそう提

案されて、そして南陽市議会は議論をされて通

られたわけですし、斟酌する立場にはないとい

う総務省の最終的な見解もありますから、これ

はやはりいいことはやると。いいことは実行し

ていくと、改革をしていくということが私の基

本姿勢でありまして、メリットとかデメリット

じゃなくて、やはりこれは基本姿勢ではないか

と。改革の基本姿勢ではないかと思っていると

ころであります。 

○大沼 久議長 16番、藤原民夫議員。 

○１６番 藤原民夫議員 なお、その件について

もう少しまた議論したいというふうに思います
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が、その次に、先ほど文教の杜の設置条例、こ

れについて、もっとも文教の杜だけ取り上げて

これを条例から外すというふうなことはそれは

そうでないと思うんですが、一体しからば、な

ぜこれを一たん、外すんでしょう。結局、委託

を一たん外すわけですね。実態的にはどのよう

な形の第59号になるんですか。一たん外れるん

じゃないですか。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 お答えいたします。 

 議案第59号 地方自治法を一部改正する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の設

定についての関係かというふうに思いますが、

この施行につきましては平成18年４月１日とし

ておりますので、17年度の契約関係については

従前のとおりというふうになります。 

 18年の４月１日から新たな契約、基本的には

現行の地方自治法の経過措置が18年の９月で切

れますので、それ以前に改正しなければならな

いというふうなことですので、18年の４月１日

から直営にするか指定管理者制度をとるか、い

ずれの方法による方法しかないというふうにな

ります。その中で、直営の中でも一部業務委託

がございますので、そうした部分でも運営して

いけるというふうなことでございます。市長の

答弁では、その直営の中の一部業務委託の中で

文教の杜ながいの運営を考えていきたいという

ふうな答弁の内容だというふうに思っておりま

す。 

以上です。 

○大沼 久議長 16番、藤原民夫議員。 

○１６番 藤原民夫議員 これはね、普通の民間

団体じゃないですよ。財団法人ですからね。財

団法人の法に基づいた、この財団法人、ちゃん

とした財団法人ですから、それがどうなるのか。

一たん何か委託から外れるのか、そのことを聞

いているんです。その空白期間はないんですか。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 その空白期間はないという

ふうに思っております。 

○大沼 久議長 16番、藤原民夫議員。 

○１６番 藤原民夫議員 財政課長にお尋ねいた

しますが、先ほどの小規模修繕受注希望者登録

制度実施要綱ありますかね。先ほど財政課長が

答弁された、こういう業者もできるのだという

ことは、この要綱の何条に出ています。 

○大沼 久議長 松本弘財政課長。 

○松本 弘財政課長 お答えいたします。 

 要綱の中では、議員ご指摘のとおり登録でき

るものということで第２条の方に規定してござ

いますが、逆の解釈からいえば、ここに登録で

きるものということで登録されてはいてもでき

ない工事があるということでございます。私の

方で先ほど説明申し上げました工事については、

ここに登録されている業者の方々ができない工

事として50万円未満のものもあるのだというこ

とをご説明申し上げたつもりでございますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

○大沼 久議長 16番、藤原民夫議員。 

○１６番 藤原民夫議員 そうすると、この第２

条の２ですね。長井市契約に関する規則第21条

第３項に規定する指名競争入札参加者登録簿に

登録されていないもの、これが登録できるもの

になるんですよ。登録されていない。登録され

ているんじゃないですか。私が言った半分くら

いの業者が仕事をやっているというのは、この

登録されていないものに該当するんじゃないで

すか。 

○大沼 久議長 松本弘財政課長。 

○松本 弘財政課長 お答えをいたします。 

 議員の方に活用状況の一覧表についてお渡し

をしておりますけれども、この中で活用しなか

った理由について、それぞれ50万円未満の修繕

工事であっても活用しなかった場合の理由を記

載させていただいておりますが、これが先ほど

の答弁で申し上げました各課へ調査を実施した
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際の各課の認識でございまして、ここに書いて

あるとおり、例えば必要な技術力を有していた

であるとか緊急の対応が必要であったというふ

うな記載があるわけでございますけれども、こ

ういったものにつきましては、この小規模修繕

の受注希望者登録制度における修繕にはそもそ

も該当しないということでございますので、ご

理解をいただきたいと思います。 

○大沼 久議長 16番、藤原民夫議員。 

○１６番 藤原民夫議員 該当しないというのは、

登録できるもので該当しないということなんで

すか。 

○大沼 久議長 松本弘財政課長。 

○松本 弘財政課長 業者としては登録できるわ

けでございますけれども、その登録した業者の

方ができない工事もあるということでございま

す。 

○大沼 久議長 16番、藤原民夫議員。 

○１６番 藤原民夫議員 そんなことわかるんで

すか。その業者を呼んで、それではできないと

いうふうに言ったんですか。それともどうやっ

てできないというふうに判断されたんですか。 

○大沼 久議長 松本弘財政課長。 

○松本 弘財政課長 判断したのは担当課の方に

なりますので、具体的な判断基準については担

当課ということになると思いますが、先ほど申

し上げましたように、この要綱のほかに細部要

領なるものもございます。この中では明確に、

例えば特殊な設備の修繕であるとか特別な技術

を必要とする修繕、それから特に緊急を要する

修繕などについては、この制度の対象外とする

ものであるということを規定してございますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

○大沼 久議長 16番、藤原民夫議員。 

○１６番 藤原民夫議員 細部要綱よりも実施要

綱の方が上回っているんですよ。その点につい

てまた後でお聞きをいたしたいと思いますが、

次にアスベスト問題についてお聞きをいたした

いと思いますが…… 

○大沼 久議長 簡潔にお願いいたします。 

○１６番 藤原民夫議員 はい、簡潔にやります。 

実は答弁者に書いていなかったんですが、こ

れ簡単な質問だと思うので教育長にお尋ねいた

しますが、学校の授業で使っている例えばフラ

スコとか、ああいったものに含まれているので

はないかという話があるんですね。あるいはま

た、学校の教材として使っているものにそうい

ったもののほかにどういうものがあるのか、そ

れだけお聞きいたします。 

○大沼 久議長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 理科実験用の石綿金網ですね。

あと耐熱手袋。これについては調査をしました。

石綿金網は一部使用しているところがありまし

たので、これはまずビニール袋に入れて保管し

ておくようにということで指示を出しています

し、耐熱手袋については使用していません。 

以上です。 

○大沼 久議長 16番、藤原民夫議員。 

○１６番 藤原民夫議員 もう１点、教育長、す

みません。 

 長井小学校の壁面ですね、石綿が入っている

んでないかと、あのスレート板ですね。あれに

ついては飛散しないからあのままでよろしいと、

こうなりますかね。あれはどうなんですか。 

○大沼 久議長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 昭和63年に改修したときに使

った材料が石綿板というふうな名称の材料を使

っているんですが、実際調査していませんので

サンプル調査をする必要があるかなというふう

に思います。現在はペンキが表面に塗られてい

ますので、離散する心配はありません。ただ、

やはり解体するとか何かとなった場合には、も

しも含まれていればそういう危険性はあると思

います。 

○大沼 久議長 ここで暫時休憩いたします。 

 再開は３時20分といたします。 
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